
現在「有効期限内の利用券」
を保有している（既に上限
時間分利用済みの方含む）

はい

いいえ

利用券の有効期限は
「2025年11月16日以

降」である

はい

いいえ

利用券の受付番号は
「07-XXX」である

はい

いいえ

申請不要です（自動で対象の子ども１人当たり（96時間ー現在の付与時間数）を付与します）
※10月下旬頃、ご自宅に変更決定通知書と利用券20枚／人を送付します（多胎児の場合は、変更決定通知書のみ

送付いたしますので、利用券が必要な場合はコールセンターまで問合せください）

申請が必要です（申請受付(審査)後、妊婦又は対象の子ども１人当たり96時間を付与します）
※申請受付後2週間ほどで、ご自宅に決定通知書と利用券20枚人を送付します

申請が必要です（申請受付(審査)後、対象の子ども１人当たり96時間を付与します）
※申請受付後2週間ほどで、ご自宅に決定通知書と利用券20枚／人を送付します

申請が必要です（申請受付(審査)後、対象の子ども１人当たり（96時間ー現在の付与時間数）を付与します）
※申請受付後2週間ほどで、ご自宅に決定通知書と利用券20枚／人を送付します

子どもの誕生日は「2022年4月1日〜
2023年3月31日」である

※「2023年4月1日以降」の場合は
「いいえ」を選択

いいえ

申請が必要です（申請受付(審査)後、対象の子ども１人当たり（96時間ー現在の付与時間数）を付与します）
※申請受付後2週間ほどで、ご自宅に決定通知書と利用券20枚／人を送付します

はい

【注意事項】
●誕生日が「2022年4月1日〜2023年3月31日」のお子様に係る利用券の有効期限は、一律「2026年3月31日まで」となります。
●誕生日が「2022年3月31日以前」のお子様は、本事業の利用対象外となりますので、ご了承ください。

令和7年10月からの利用上限時間数の拡充について、利用券の保有状況等により、申請が不要な場合があります。
以下チャート表からご確認のうえ、申請が必要な場合は「家事サポーター利用申請（３歳未満養育世帯の方向け）」よりご申請ください。

●制度拡充前は１世帯に１つの受付番号を付番し、利用券を送付していました。制度拡充後は、対象のお子様一人ずつに受付番号を付番し、利用券を送付します。
対象のお子様が複数いる場合は、複数名同時にお申込みしていただいてもお一人のみお申込みいただいても、どちらでもかまいません。


